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【提出日】令和2年11月26日(2020.11.26)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７３】
【表４】

【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ジアセレイン、レイン、モノアセチルレインおよびそれらの塩またはエステルまたはプ
ロドラッグから成る群より選択される化合物の治療有効量、ならびに１つ以上の医薬とし
て許容される賦形剤を含有する局所医薬組成物であって、前記組成物が、軟膏の形態であ
り、前記化合物の少なくとも約９０体積％が、約０．５から約３５μｍの粒子径を有し、
前記組成物が、組成物全体の重量に基づいて、約０．１重量％から約１０重量％の前記化
合物、約１５重量％から約９９重量％の白色ワセリン、約０重量％から約６０重量％の鉱
油、および約０％から約１０％重量％のセチルアルコールを含む、前記局所医薬組成物。
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【請求項２】
　前記化合物の少なくとも約９０体積％が、約１０から約３０μｍの粒子径を有する、請
求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記化合物の少なくとも約９０体積％が、約１２から約２５μｍの粒子径を有する、請
求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　アトピー性皮膚炎、乾癬、嚢胞性乾癬、酒さ、ケロイド、過形成性瘢痕、ざ瘡、ネザー
トン症候群、または結節性痒疹を含む他の掻痒性皮膚病から選択される炎症性および／ま
たは過剰増殖性および掻痒性皮膚疾患、高齢者の不特定のかゆみ、ならびに老化皮膚およ
び表皮水疱症を含む表皮バリア機能障害を伴う疾患の処置における使用のための、請求項
１に記載の組成物であって、当該処置が、処置を必要とする被験体に、請求項１に記載の
組成物の有効量を投与することを含む、前記組成物。
【請求項５】
　表皮水疱症の処置における使用のための、請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　前記化合物が、前記組成物全体の約０．１重量％から５．０重量％の量で存在する、請
求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　前記化合物が、前記組成物全体の約０．５重量％から約２．０重量％の量で存在する、
請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　１日１回組成物または１日２回組成物である、請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　組成物全体の重量に基づいて、約１重量％の前記化合物、約８２重量％から約８４．５
重量％の白色ワセリン、約１２重量％から約１６重量％の鉱油、および約０．５％から約
２．０％重量％のセチルアルコールを含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項１０】
　炎症性および／または過剰増殖性および掻痒性の皮膚疾患、ならびに表皮バリア機能障
害を伴う疾患の処置のための医薬の製造における、請求項１に記載の組成物の使用であっ
て、当該処置において、処置を必要とする被験体に、当該組成物の有効量が投与される、
前記使用。
【請求項１１】
　前記表皮バリア機能障害を伴う疾患が、老化皮膚および表皮水疱症を含む、請求項１０
に記載の使用。
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